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Let's go to
姉妹都市アメリカ合衆国カンザス州アビリン市

姉妹都市訪問団員募集！
　人が輝き、太陽が輝く姉妹都市「アビリン市」にみんなで行ってみませんか？
今年は姉妹都市に訪問団を派遣する年となります。ホームステイで現地の生活を体験し、生の英語
を学びながらアイゼンハワー大統領が幼少期を過ごしたこの土地で姉妹都市の人達と心温まる交流
をしよう !!

行ってみないとわからない。
ドキドキワクワク、
ステキな体験が待っています ･･･

新たな自分に出会えるチャンス！
今、踏み出そう！

迫力満点のロデオ大会 お祭りのパレードは豪華絢爛 パーティーでの交流

次ページをチェック！
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〇募集概要
■派  遣  先：アメリカ合衆国カンザス州アビリン市
■期　　間：平成 29 年 7 月 27 日（木）～ 8 月 8 日（火）12 泊 14 日
■募集人員：16 名程度
■応募資格：
　①小美玉市内に住民登録をしている学生（派遣時に中学 1 年生～大学・専門学校生）
　②健康状態が良好で、長期滞在・旅行に耐えられる方
　③姉妹都市交流に興味・関心がある方
　④事前研修に必ず出席できる方（事前研修は 5 ～ 6 回を予定）
　⑤次回のアビリン訪問団受入時にホストファミリーとして協力していただける方
　⑥本人またはご家族が国際交流協会に加入をお願いします。
■選考方法：書類審査・面接
■応募方法：指定の応募用紙に必要事項を記入し、レポート
                 　　「応募の理由について」（600 字から 800 字程度）とあわせて申し込み 
■参加費用：1 人 10 万円程度（パスポート申請手数料・海外保険料等は除く）
　　　　　　※燃料サーチャージ値上等により別途料金をいただく場合があります。
■応募期間：４月３日（月）～４月２１日（金）

【問い合わせ】 市民協働課　☎：0299-48-1111（内線 1251）
【申 し 込 み 】

少しでも興味のある方は、
ぜひ、下記問い合わせ先までお電話ください！
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平成 29 年度　納期のお知らせ
《納税には、口座振替が便利です》

納付期限 固定資産税 市県民税 軽自動車税
国民健康

保険税
介護保険料

後期高齢者
医療保険料

　５月　１日 第１期 第１期 ( 暫定 )

　５月３１日 第 1 期 第１期 ( 暫定 )

　６月３０日 第１期 第２期 ( 暫定 ) 第２期 ( 暫定 )

　７月３１日 第２期 第３期 第１期

　８月３１日 第２期 第４期 第３期 第２期

１０月　２日 第５期 第３期

１０月３１日 第３期 第６期 第４期 第４期

１１月３０日 第７期 第５期

１２月２５日 第３期 第８期 第５期 第６期

　１月３１日 第４期 第９期 第７期

　２月２８日 第４期 第１０期 第６期 第８期

◎ 『納付袋の全戸配布』 は行いません
　納付袋が必要な方は、収納課 ( 本庁 1 階 ) および総合窓口課 ( 各支所 1 階 )、
　羽鳥出張所に備えますので、ご利用ください。

◎口座振替ができる金融機関
　常陽銀行・茨城県信用組合・水戸信用金庫・中央労働金庫・東日本銀行・筑波銀行・　
　新ひたち野農業協同組合・ゆうちょ銀行

納期内の納付に努めましょう

納付期限までに納付されない場合には、督促状や催告書をお送りします。
納付期限を過ぎると、納期内に納付した方との公平性を保つために、督促手数料や延滞金を納めていただ
くことになります。

【問い合わせ】　☎：0299-48-1111
固定資産税、市県民税、軽自動車税　………　税　務　課　( 内線 1121 ～ 1127)
国民健康保険税　………………………………　医療保険課　( 内線 1102・1103・1109)
後期高齢者医療保険料　………………………　医療保険課　( 内線 1106 ～ 1108)
介護保険料　……………………………………　介護福祉課　( 内線 3115 ～ 3117)
納税相談 ･ 口座振替手続き　…………………　収　納　課　( 内線 1186・1187)
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国民年金保険料 ４月３日 ( 月 ) から
平成 29 年度分   学生納付特例制度の受付が始まります

　日本国内に住むすべての方は、20 歳になった時から国民年金の被保険者となり、国民年金保険料を納める

ことになっていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」

が設けられています。

●「納付」「学生納付特例」「未納」の違い

納　付
学生納付

特例
未　納

 年金受給資格

 期間に算入 ○ ○ ×
 年金額への
 反映 ○ × ×

・対象となる学生
　大学（大学院）、短大、高等学校、高等専門

　学校、専修学校、各種学校（修業年限が 1

　年以上の課程）に在学する学生等で、ご本

　人の前年所得が基準以下の方です。

・所得のめやす
　１１８万円＋ { 扶養親族等の数×３８万円 }

　＋社会保険料控除額等

　平成 29 年度分（平成 29 年 4 月～平成 30 年 3 月分）の申請は４月 3 日 ( 月 ) からできます。受付場所・

必要なものは下記のとおりです。準備ができたら早めに申請してください。

受付場所　小美玉市役所医療保険課

　　　　　小川総合支所総合窓口課

　　　　　玉里総合支所総合窓口課

必要なもの　①年金手帳（基礎年金番号のわかるもの）

　　　　　　②学生証の写し ( 有効期限の表示にご注意ください ) 

　　　　　　　または在学証明書の原本 ( 平成 29 年度分は平成２9 年４月１日以降発行のもの )

　　　　　　③印鑑（本人が自署する場合は不要です）

※退職（失業）した方が申請するときは、失業したことを証明する公的機関の証明書（雇用保険
　受給資格者証、雇用保険被保険者離職票等）もご用意ください。

【注意事項】

・学生納付特例の申請が遅れると、申請日前に

　生じた不慮の事故や病気による障害について、

　障害基礎年金を受け取ることができない場合

　がございますので、ご注意ください。

・申請書を市役所へご提出後、日本年金機構から

　概ね２～３か月後に審査結果が送付されます。

　年度当初の申請については、前年所得が確定

　する６月以降に日本年金機構（年金事務所）　

　で所得審査を行うため、審査結果の送付がさ

　らに遅くなる場合があります。

【問い合わせ】 小美玉市  医療保険課  国保年金係　☎：0299-48-1111（内線 1105）
日本年金機構　水戸南年金事務所　☎：029-227-3251

・平成 30 年４月以降も学生で学生納付特例を希望

　する場合は、平成 30 年４月以降すみやかに申請

　してください。

・学生納付特例が承認された期間は年金額へ反映さ
　れないため、承認対象月から 10 年以内なら、追
　納（保険料の後払い）することで将来の年金額を
　増やすことができます。
　３年度目以降に保険料を追納する場合は、当時の
　保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされま
　す。（例：平成 29 年度分の保険料⇒平成３2 年
　度以降に追納する場合、加算額が上乗せされます。）



【問い合わせ】 収納課　☎：0299-48-1111（内線 1186・1187）
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（地方税法第331条ほか）納付のない場合は
「滞納者の財産を差し押えなければならない」
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ご存知ですか？ 児童扶養手当・特別児童扶養手当

児童扶養手当

ひとり親家庭等の児童のための手当です。

■手当を受けられる方
　日本国内に住んでおり（外国人を含む）、次の
　いずれかにあてはまる児童を養っている母ま
　たは父、父母に代わって児童を養育している方。

・父母が婚姻を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が一定の障がいの状態にある児童
・父または母が生死不明の児童
・父または母が 1 年以上遺棄している児童
・父または母が 1 年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで生まれた児童
・母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童
・父または母が裁判所から配偶者の暴力による
　保護命令を受けた児童
※ここでの「児童」は、18 歳以下の子どもを指
　します（18 歳に達する日以後最初の３月３１
　日まで）。ただし、身体や精神に障がいのある
　場合は、20 歳未満まで手当が受けられます。

■手当の額（全部支給の場合）
　対象児童数が
　1 人のとき　月額　42,290 円
　2 人のとき　月額　52,280 円
　3 人目以降は 1 人につき月額 5,990 円を加算。
　※受給者または同居している方の所得が一定
　　以上になると、手当の支給額が減額または
　　停止される場合があります。

●法改正により、年金額が児童扶養手当の額よ
　りも低い方は、その差額分の児童扶養手当を
　受給できるようになりました。

■手当を受けられる方
　日本国内に住んでおり（外国人を含む）、20 歳
　未満で次のいずれかにあてはまる児童を養っ
　ている父または母、父母に代わって児童を養
　育している方。

特別児童扶養手当１級～重度の障がい～
・身体障がいがおおむね 1 級または 2 級程度
・療育手帳の判定がⒶまたはＡ程度の知的障がい
　または同程度の精神障がい
特別児童扶養手当 2 級～中度の障がい～

・身体障がいがおおむね 3 級
・療育手帳の判定がＢ程度の知的障がいまたは
　同程度の精神障害
 ※児童が障がいによる公的年金を受けることが
　 できるとき、施設などに入所しているときな
　 どは、手当を受けることができません。

■手当の額
　特別児童扶養手当１級
　　1 人につき　月額 51,450 円
　特別児童扶養手当 2 級
　　1 人につき　月額 34,270 円
※受給者または同居している方の所得が一定以
　上になると、手当の支給が停止されます。

特別児童扶養手当

障がいのある児童のための手当です。

※上記の手当を受けるには、請求の手続きを行うことが必要です。

認定を受けている方へお知らせ
■平成２９年４月分より手当の額が変更されます。

平成２８年４月～ 平成２９年４月～

児童扶養手当 全額支給（月額） ４２，３３０円 ４２，２９０円
一部支給（月額） ４２，３２０円～９，９１０円 ４２，２８０円～９，９８０円

特別児童扶養手当 １級（月額） ５１，５００円 ５１，４５０円
２級（月額） ３４，３００円 ３４，２７０円

【問い合わせ】

児童扶養手当に関するお問い合わせ ･･･
　子ども福祉課子ども福祉係（玉里総合支所内）☎：0299-48-1111（内線 3228）
特別児童扶養手当に関するお問い合わせ
　社会福祉課障がい福祉係（玉里総合支所内）　  ☎：0299-48-1111（内線 3122）
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臨時福祉給付金（経済対策分）のお知らせ
　平成２６年４月に実施した消費税引上げによる影響を緩和するため、要件を満たす方に対し、臨時福祉給
付金を支給します。給付については、申請が必要です。
　対象と思われる方へは申請書を送付します。申請書発送は、４月上旬を予定しております。

【支給要件】
①平成２８年１月１日において、小美玉市に住民票がある方
②平成２８年度分の住民税 ( 市町村民税 ) がかからなかった方
　* 課税されている方の扶養に入られている方・生活保護等の
　 方は対象外となります。

【支 給 額】１人につき　　１５，０００円（１回限り） 

【申請期間】４月１２日 ( 水 ) ～平成２９年８月１８日 ( 金 ) を予定

【必用な書類】
※確認書類の詳細は、同封されているチラシをご覧ください。
　○申請書
　○本人確認書類（免許証・パスポート等）
　○振込口座の確認書類（通帳のコピー等）
　　　
　H ２８年度臨時福祉給付金 ( ３，０００円 ) を受給され、今回も同じ口座 ( 請求者本人 ) に振込みを希望する
方は、本人確認及び振込口座の確認書類は必要ありません。）

　〈ご不明な点がある方は、社会福祉課までお問い合わせください〉

【問い合わせ】 社会福祉課　☎：0299-48-1111（内線 3234・3235）

３月の環境放射線モニタ測定結果

国が定めた除染基準は 0.23 マイクロシーベルト／時を下回るものです。
市では、追加被ばく線量 ｢年間 1ミリシーベルト以下｣ を目指して放射線対策に取り組んでいます。

　市内 63 施設で、ガンマ線の空間線量を測定しました。測定の結果、放射線量の最高値と平均値は以下の通

りです。なお、保育園 ･幼稚園 ･小学校 ･運動公園の子ども広場は地表から 50 ｃｍ、それ以外の施設は１ｍ

の位置で測定しています。

※測定には「ＰＡ―１０００　Ｒａｄｉ（株式会社　堀場製作所）」を使用しています。
※今後も定期的な測定を行い、ホームページにて公表するほか、市内各庁舎にも結果を掲示します。
　なお、市ホームページにはより詳しい情報が掲載されています。　

【問い合わせ】 防災管理課　放射線対策係　☎：0299-48-1111（内線 1013･1014）

【最高値】0.127 マイクロシーベルト（３月８日計測）
【平均値】0.080マイクロシーベルト
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  9：00 ～   9：10 旭区コミュニティセンター   9：00 ～   9：10 上小岩戸ふるさとコミュニテイセンター
  9：20 ～   9：35 羽鳥東地区（団地内公園）   9：25 ～   9：40 先後新農村集落センター
  9：45 ～ 10：00 羽鳥ふれあいセンター   9：50 ～ 10：05 寺崎集落センター
10：10 ～ 10：25 羽鳥公民館 10：15 ～ 10：25 手堤集落センター
10：35 ～ 10：50 脇山公民館 10：35 ～ 10：45 大笹公民館
11：00 ～ 11：15 高場公民館 11：00 ～ 11：10 高田公民館
11：30 ～ 11：45 十二所公民館 11：20 ～ 11：30 江戸公民館
13：00 ～ 13：10 大谷公民館 11：40 ～ 11：50 羽刈改善集落センター跡地
13：20 ～ 13：30 小曽納新農村集落センター 13：00 ～ 13：20 北浦公民館
13：45 ～ 14：00 花館公民館 13：30 ～ 13：40 江戸住宅コミュニティーセンター

13：50 ～ 14：00 羽刈五万掘集落センター
14：15 ～ 14：30 四季健康館駐車場

　9：00 ～ 9：15 長砂公民館 　9：00 ～ 9：20 市役所車庫前
　9：25 ～ 9：35 上鶴田公民館 　9：35 ～ 9：45 小岩戸集落センター
   9：45 ～ 10：00 下鶴田ふるさとコミュニティセンター     9：55 ～10：05 橋場美公民館
10：10 ～ 10：20 仲丸新農村集落センター 10：15 ～ 10：30 清風台公民館
10：30 ～ 10：45 中野谷公民館 10：40 ～ 10：55 西郷地公民館
10：55 ～ 11：10 花野井公民館 11：05 ～ 11：20 柴高田園都市センター
11：25 ～ 11：40 農村環境改善センター 11：30 ～ 11：40 世楽地区コミュニティーセンター
13：00 ～ 13：10 竹原下郷新農村集落センター 13：00 ～ 13：20 佐才地区コミュニティセンター
13：25 ～ 13：35 大正地公民館 13：35 ～ 13：45 前原公民館
13：45 ～ 13：55 竹原中郷公民館 13：55 ～ 14：05 上吉影公民館
14：05 ～ 14：15 上馬場新農村集落センター 14：15 ～ 14：30 みのり台入口
14：25 ～ 14：35 三箇公民館

４
月
10
日
（
月
）

４
月
11
日
（
火
）

４
月
12
日
（
水
）

４
月
13
日
（
木
）

【美野里・小川地区】 

平成２９年度集合注射による
　　　　　　　　　　犬の登録と狂犬病注射について

　市では、公共施設をはじめ市内各地で集合注射による犬の登録と狂犬病注射を実施しています。飼い犬には
狂犬病予防法によって、市への登録、注射済票を付けること、毎年狂犬病予防注射を受させることが義務付け
られています。これらに違反すると２０万円以下の罰金の対象となります。必ず飼い犬に予防注射を受けさせ
てください。

対象となる犬
　生後９１日以上の犬　　健康に不安がある犬はかかりつけの病院で接種してください。

料　金　当日はお釣りのないよう、予め料金のご用意をお願いします。
　・登録されている犬　　　3,400 円　注射料 3,000 円、注射済票交付手数料 400 円  
　　　　　　　　　　　　　※登録済の犬については通知書（ハガキ）を送付します。   
　・新しく飼い始めた犬　　5,400 円　新規登録料 2,000 円、注射料 3,000 円、注射済票交付手数料 400 円  
  　　　　　　※飼っていた犬が死亡し、新たに飼う場合も登録が必要です。

犬が死んだり住所が変更になった場合　
　・飼主や住所が変更した、飼い犬が死亡したときは環境課までご連絡ください。

注意事項
　・犬には首輪をして、犬を抑えることができる方（中学生以下は不可、事故防止のため）が連れてきてください。
　・当日都合が悪く、会場で受けられない場合は、動物病院で必ず受けてください。   
　・お住まいの地域関係なくどこでも接種できます。   

狂犬病予防注射集合注射日程
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  9：00 ～   9：10 玉川地区学習等供用施設
  9：20 ～   9：35 火の橋集落センター
  9：50 ～ 10：00 下馬場公民館
10：10 ～ 10：20 小塙公民館
10：30 ～ 10：50 小川公民館
11：00 ～ 11：10 横町公民館
11：20 ～ 11：30 立延公民館
11：40 ～ 11：50 二本松公民館
13：00 ～ 13：10 中根公民館
13：20 ～ 13：30 下田 ( 一 ) ふるさとコミュニティセンター
13：45 ～ 13：55 宮田地区新農村集落センター
14：10 ～ 14：20 新林ふるさとコミュニティセンター

４
月
18
日
（
火
）

【玉里・小川地区】

【追加実施】

  9：00 ～   9：10 与沢百里公民館   9：00 ～   9：15 倉数公民館
  9：20 ～   9：30 下吉影古新田公民館   9：25 ～   9：40 与沢学習等供用施設
  9：40 ～　9：50 貝谷公民館   9：50 ～ 10：00 羽木上地区新農村集落センター
10：00 ～ 10：10 荒地公民館 10：10 ～ 10：25 幡谷公民館
10：20 ～ 10：30 下吉影地区学習等供用施設 10：35 ～ 10：50 田中台ロータリー
10：40 ～ 10：50 前野公民館 11：00 ～ 11：15 小川ニュータウン公民館
11：00 ～ 11：10 上合公民館 11：30 ～ 11：40 外之内公民館
11：20 ～ 11：30 飯前公民館 13：00 ～ 13：10 山野公民館
13：00 ～ 13：15 伏沼ふるさとコミュニティセンター 13：20 ～ 13：30 川戸公民館
13：25 ～ 13：45 鷺沼新農村集落センター 13：45 ～ 13：55 隠谷公民館
14：00 ～ 14：15 山川ふるさとコミュニティセンター 14：05 ～ 14：15 稲荷坪公民館
14：30 ～ 14：40 百里自営公民館 14：25 ～ 14：35 野田本田公民館

４
月
14
日
（
金
）

４
月
17
日
（
月
）

  9：00 ～   9：15 鳥居下集会所
  9：30 ～   9：50 沼田公会堂
10：00 ～ 10：10 第３東宝ランド集会所
10：20 ～ 10：30 第１玉里団地会館
10：40 ～ 11：00 玉里 B ＆ G 海洋センター
11：10 ～ 11：20 第二東宝ランド集会所
11：30 ～ 11：45 中台地区集落センター
13：00 ～ 13：10 富士峰集会所
13：25 ～ 13：40 高崎集落センター

13：50 ～ 14：00 生涯学習センター（コスモス）
駐車場

14：10 ～ 14：30 玉里総合支所駐車場

４
月
19
日
（
水
）

【 玉 里 地 区 】

【小川地区】 

【問い合わせ】 環境課　☎：0299-48-1111（内線 1141）

  9：00 ～   9：20 羽鳥公民館駐車場　
  9：45 ～ 10：05 市役所東側車庫前   　
10：30 ～ 10：55 小川総合支所駐車場　
11：05 ～ 11：25 玉里総合支所駐車場　

５月７日（日）と１０月１日 ( 日 )
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第１２回  小美玉市民文化祭 開催日について
第 12 回小美玉市民文化祭は下記の日程・内容で行います。

①会　期　１１月２日（木）～１１月５日（日）　
②会　場

③対象者　市内在住・在勤・在学の方または市内で活動するサークルの会員。
④部 門　 
　【作品展示】
　写真・絵画・書・工芸・手芸等の展示。
　※写真・絵画・書の３作品については展示会場が決まっています。
　　写真　小川文化センター（アピオス）　絵画　四季文化館（みの～れ）書　生涯学習センター（コスモス）

　【舞台発表】
　合唱（コーラス）、合奏、ダンス、舞踊、園児発表等、各ホール舞台での発表。

　【イベント】
　参加・啓発活動、茶会、囲碁大会、各種バザー店、飲食物販売店等。

　８月頃より参加者募集を行う予定ですので、皆さま、ぜひご参加下さい。

小川会場 美野里会場 玉里会場
小川文化センター（アピオス） 四季文化館（みの～れ） 生涯学習センター（コスモス）

農業委員会事務局が移転します
４月から、市役所本庁舎１階に移転します。電話番号等の変更はありません。

【問い合わせ】 農業委員会事務局　☎：0299-48-1111（内線 1502・1503）

【問い合わせ】 生活文化課　小川文化センター（アピオス）☎：0299-58-0921
　　　　　　四季文化館（みの～れ）　　  　☎：0299-48-4466
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「いきいき脳の健康教室」

　　　　 受講者募集！ 

読み書き教材の例：脳の健康教室とは？

　「認知症予防」を目的とした介護予防

教室です。くもんの教材を用いて簡単

な読み書き・計算を行います。

●週 1 回の教室で学習や仲間とレクリ

　エーション（折り紙、体操等）を楽

　しみます

●教室のない日も、毎日１０分程度で

　できる自宅トレーニング教材をお渡

　しします

昨年度受講者の声

・生活のメリハリがついた

・お友達ができた

・学習後のレクリエーションが楽しかった 

【対 象 者】　65 歳以上の方で、毎週 1 回学習教室への参加と 10 分程度の自宅学習
　　　　　　が可能な方

【日　　程】　5 月 11 日～ 10 月 19 日　毎週木曜日　全 24 回コース
　　　　　　１０：００～１１：３０
　　　　　　（学習時間は 30 分程度でその後レクリエーションを行います）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※後期コースも開催予定

【会　　場】　やすらぎの里　小川　（中延 1508-1）

【費　　用】　教材費として毎月 700 円、初回のみ安全保険代が自己負担になります

【定　　員】　24 名　※定員を超えた場合は抽選になります

【申込方法】

　

下記の問い合わせ先に電話もしくは直接窓口にお越しください

【申込締切】　4 月１７日（月）

【そ の 他 】　会場までの交通手段にお困りの方は、ご相談ください

【問い合わせ】
【申し込み先】

介護福祉課　高齢福祉係（玉里総合支所内）
☎：0299-48-1111（内線 3111・3112）
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平成 29 年度政府主催慰霊巡拝を実施します
平成 29 年度政府主催慰霊巡拝については、下記のとおり実施予定です。
なお、概算所要額および締切日等の詳細については、決定後に再度お知らせします。

実施予定地域名 実施予定時期 募集予定人員
ハバロフスク地方（旧ソ連） 8 月 20 日（日）～ 8 月 29 日（火）

各 15 名
イルクーツク地方（旧ソ連） 8 月 27 日（日）～ 9 月 5 日（火）
クラスノヤルスク地方（旧ソ連） 9 月 3 日（日）～  9 月 12 日（火）
沿海地方（旧ソ連） 9 月 24 日（日）～ 10 月 3 日（火）
中国東北地方（中国） 9 月 5 日（火）～ 9 月 14 日（木）
東部ニューギニア（南方） 9 月 20 日（水）～ 9 月 27 日（水） 20 名
インドネシア ( 南方 ) 10 月 4 日（水）～ 10 月 13 日（金） 15 名
硫黄島（第１次）（南方） 10 月 24 日（火）～ 10 月 25 日（水） 100 名
トラック諸島（南方） 10 月 26 日（木）～ 11 月 2 日（木） 15 名
硫黄島（第２次）（南方） 2 月 20 日（火）～ 2 月 21 日（水） 100 名
フィリピン（南方） 2 月 14 日（水）～ 2 月 23 日（金） 60 名
マーシャル・ギルバート諸島（南方） 3 月 3 日（土）～ 3 月 11 日（日） 10 名

※実施時期・期間等は、相手国の都合等により変更することがあります。

※概算所要額および補助割合・申込締切り日等の詳細につきましては、決定され次第、お知らせしますが、　
　申し込み締切日が早めに設定されてしまう場合がありますので、9 月上旬までの実施時期に参加をご希望
　の方は、お早めにお問い合わせください。

＜参加条件＞         
　戦没者の遺族の範囲は、慰霊巡拝を行う戦域における戦没者の遺族（配偶者（再婚された方を除く）父母・
子・兄弟姉妹・（子・兄弟姉妹）の配偶者・戦没者の孫・戦没者の甥・姪です。    
※なお、子・兄弟姉妹の配偶者については、夫婦での参加の場合に限られます。    
※初参加となる遺族に優先的に参加していただく目的から、過去に参加したことがある遺族については、
　参加が認められません。         
※年齢は、原則として 80 歳以下となっています。（81 歳以上の方は、要相談）

＜その他＞         

　参加申込遺族が少数（1 地域あたり 5 名未満）の場合は、巡拝が中止となることがあります。　

【問い合わせ】 社会福祉課　社会福祉係　☎：0299-48-1111（内線 3225）
内申書提出およびお問い合わせ先

人権相談
　いじめ、差別、虐待、セクハラ、配偶者やパートナーからの暴力、近隣とのもめ事など、さまざまな人権

に関する問題でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。人権擁護委員が相談に応じます。相談は無料で秘

密は守られます。

【問い合わせ】 社会福祉課　社会福祉係　☎：0299-48-1111（内線 3224）

４月７日（金） １０：００～１５：００　小川保健相談センター
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５月のほけんがいど５月のほけんがいど
●母子保健事業

とき ところ 事業名（受付時間） 対象者
10 水 四季健康館 ２歳児歯科健診（13：00 ～ 13：30） 美野里（平成 26 年 11 月～ 12 月生）
11 木 四季健康館 育児相談（9：30 ～ 11：00） 乳幼児と保護者
13 土 四季健康館 ハローベビー教室：出産編（9：00 ～ 9：15）妊婦およびご家族　※要予約
16 火 玉里保健福祉センター 10 か月児相談（9：30 ～ 10：00） 小川・玉里（平成 28 年 6 月～ 7 月生）
18 木 小川保健相談センター １歳６か月児健診（13：00 ～ 13：30） 小川・玉里（平成 27 年 9 月～ 10 月生）
19 金 四季健康館 ３歳児健診（13：00 ～ 13：30） 美野里（平成 25 年 11 月～ 12 月生）
23 火 玉里保健福祉センター ４か月児健診（13：00 ～ 13：30） 小川・玉里（平成 28 年 12 月～平成 29 年 1 月生）

●成人保健事業
とき ところ 事業名（受付時間） 対象者
2 火 四季健康館 こころの健康相談（9：30 ～ 11：00）要予約（こころの病気に関する心配事がある方）

11 木 小川保健相談センター こころの健康相談（9：30 ～ 11：00）要予約（こころの病気に関する心配事がある方）
18 木 四季健康館 こころのデイケア（9：30 ～ 10：00）※　事前登録（予約）制 / 注
25 木 玉里保健福祉センター こころのデイケア（9：30 ～ 10：00）※　事前登録（予約）制 / 注

※事前登録（予約）制・要予約の事業につきましては、各会場へお申し込みください。

【問い合わせ】 四季健康館　　　　　　　☎：0299-48-0221
小川保健相談センター　　☎：0299-58-1411
玉里保健福祉センター　　☎：0299-48-1111（内線 3310・3311）

健康増進課　　平日　8：30 ～ 17：15

注：こころの病気があり、グループ活動が可能な方

４月の
当番日

小川地区・美野里地区 ５月の
当番日

小川地区・美野里地区 玉里地区

当番業者名・連絡先 当番業者名・連絡先 連絡先

１ 土 ㈲マツカワ設備工業 ☎ 46-2154 ３ 水 ㈲マツカワ設備工業 ☎ 46-2154

湖北水道
企業団

☎ 24-3232

２ 日 ㈱内藤工務店 ☎ 58-2050 ４ 木 ㈱内藤工務店 ☎ 58-2050

８ 土 ㈱クボタ総建 ☎ 46-0006 ５ 金 坪井林業㈲ ☎ 47-0707

９ 日 ㈲尾形工務店 ☎ 58-1701 ６ 土 ㈱スズヤ ☎ 46-0007

15 土 ㈲永作設備 ☎ 58-2819 ７ 日 ㈱美野里建設 ☎ 47-0780

16 日 金藤水道工事店 ☎ 48-4440 13 土 ㈱沼田機業 ☎ 58-1715

22 土 ㈱本田工業 ☎ 54-0158 14 日 ㈱小林工業 ☎ 48-2375

23 日 ㈱中村．建工 ☎ 49-1466 20 土 ㈱出沼興業 ☎ 58-2467

29 土 亀山建設㈱ ☎ 58-2901 21 日 ㈲宮川建設 ☎ 48-1709

30 日 ㈲山口水工 ☎ 58-0129 27 土 金敷電設工業㈲ ☎ 48-0211

28 日 ㈱エイブルコーポレーション ☎ 47-0882

平日の漏水当番については、
お客様センター（☎ 36-8811）
までお問い合わせください。

４月・５月の漏水修理当番



平成 29 年 3月 23 日　お知らせ版14

納場地区（方面）（火） 竹原地区（方面）（水）
停留所名 行き 帰り 停留所名 行き 帰り

四季健康館 9：00 15：00 四季健康館 9：00 15：00
羽刈五万掘遠州池前 9：06 15：06 上馬場公民館前 9：12 15：12
江戸住宅公民館前 9：09 15：09 竹原中郷公民館前 9：17 15：17
羽刈公民館前 9：13 15：13 竹原大正地公民館前 9：21 15：21
北浦公民館前 9：17 15：17 竹原福田動物病院前 9：26 15：26
江戸公民館前 9：21 15：21 竹原坂下公民館前 9：30 15：30
納場公民館前 9：25 15：25 小曽納十字路 9：32 15：32
高田公民館前 9：27 15：27 花野井十字路 9：35 15：35
宇津野製材所前 9：30 15：30 中台公民館前 9：38 15：38
大笹宇津野商店前 9：33 15：33 竹原下郷６号国道入口 9：40 15：40
手堤十字路 9：35 15：35 中野谷バス停留所 9：42 15：42
寺崎火の見下 9：39 15：39 大曲南バス停留所 9：45 15：45
上小岩戸火の見下 9：45 15：45 四季健康館 9：50
部室みのり鉄工所前 9：50 15：50 市役所（本庁）玄関前 10：00
四季健康館 9：55 四季健康館 10：05
市役所（本庁）玄関前 10：05
四季健康館 10：10

羽鳥地区（方面）（木） 堅倉地区（方面）（金）
停留所名 行き 帰り 停留所名 行き 帰り

四季健康館 9：00 15：00 四季健康館 9：00 15：00
エコス前 9：03 15：03 下鶴田公民館前 9：08 15：08
グリーン歯科前 9：05 15：05 上鶴田火の見下 9：10 15：10
ヨークベニマル前 9：09 15：09 三箇田村運送前 9：13 15：13
羽鳥駅前ふれあいセンター前 9：12 15：12 長砂菅谷商店前 9：17 15：17
大島屋商店裏 9：15 15：15 柴高集落センター前 9：24 15：24
金谷久保公民館前 9：19 15：19 西郷地公民館前 9：30 15：30
十二所公民館前 9：22 15：22 清風台公民館前 9：36 15：36
十二所団地入口 9：24 15：24 橋場美十字路 9：40 15：40
大谷坂上十字路 9：26 15：26 先後観音堂前 9：45 15：45
大谷公民館坂下 9：28 15：28 小岩戸坂下バス停留所 9：50 15：50
高場公民館前 9：33 15：33 市役所（本庁）西口 9：54 15：54
脇山長島ハイツ前 9：37 15：37 四季健康館 10：00
茨城義歯研究所前 9：39 15：39
中峰公民館前 9：41 15：41
張星十字路 9：42 15：42
四季健康館 9：45
市役所（本庁）玄関前 9：55
四季健康館 10：00

小美玉市四季健康館巡回バス運行日変更について
　四季健康館では、毎週火曜日から金曜日まで巡回バスを運行しているところですが、４月から各地区運行
曜日が次のとおり変更になりますのでお知らせいたします。なお、午後の便につきましては、四季健康館か
らご乗車のお客様の下車のみの対応となります。       
　その他、個別送迎・団体送迎等を希望の方はご相談に乗りますので、下記電話番号までご連絡ください。

変更前（平成 28 年度）    　　　   変更後（平成 29 年度４月～）
（火曜日）堅倉地区     （火曜日）→納場地区  
（水曜日）納場地区     （水曜日）→竹原地区  
（木曜日）竹原地区     （木曜日）→羽鳥地区  
（金曜日）羽鳥地区     （金曜日）→堅倉地区  

＜施設指定管理者＞　
社会福祉法人小美玉市社会福祉協議会

【問い合わせ】小美玉市社会福祉協議会美野里支所　
　　　　　　  ☎：0299-36-7330
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　２月 26 日（日）生涯学習センター（コスモス）の文化
ホールにおいて、小美玉市まちづくり組織連絡会主催によ
る活動報告会が開催されました。活動報告会は、活動組織
間相互の連携、情報の共有化を図ることで、まちづくり組
織のネットワークの構築を目的としています。今年の報告
会ではそれぞれ特色のある活動報告で『ミニバンド日本の
歌』は心に響く日本の歌や郷愁の歌、フラダンスなどを実
際に演奏し、『十二所区会』『納場地区コミニティ』はスク
リーンを使いながら、活動に対する想いを会場のみなさん
に報告しました。また、同時開催でおみたまふるさと塾の
閉講式も行い、塾生が『私達のまちづくり』をテーマにグ
ループ討議をした結果を来場した皆さんに向けて発表しま
した。

『十二所区会』

『ミニバンド日本の歌』

『チーム：やればできっぺ』 『チーム：めぐり愛』 『納場地区コミニティ』

塾生発表
①

塾生発表
②

学区
まちづくり

組織

テーマ型
まちづくり

組織

まちづくり
委員会

石岡警察署からのお知らせ
２月末現在の小美玉市内の事故発生状況
　　　　　　　　　            （前年比）

○発生件数　　　３４件（＋　４）
○死　者　数　　　　０件（－　２）
○負傷者数　　　４３件（＋　６）
○物損件数　　１９７件（＋４５）

※平成 29 年 1 月 1 日からの累計件数

地震発生時の行動
　～エレベーター内～

・揺れを感じたら、行先階のボタンを
　全て押し、最初に停止した階で降り、
　避難には使用しない。　

・万一、閉じ込められたら、
　インターホンで通報する。

【問い合わせ】 市民協働課　市民協働係　☎：0299-48-1111（内線 1251・1252）
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公共下水道の供用開始区域が拡大されます

下水道への接続工事はもうお済みですか？

　すでに下水道が使える区域にお住まいの方で、 まだ接続が済んでいない

場合は、　早急に接続しましょう。

　平成 29 年 4 月 1 日から、下水道供用開始区域が拡大されます。
　新たに拡大された区域は、小川処理分区の小川地区の一部、美野里処理分区の小曽納地区の一部、玉里処
理分区の栗又四ケ地区の一部で、右の図（青色部分）のとおりです。
　下水道は、私たちの生活環境を快適にするだけでなく、水質汚濁を防止し地域環境を豊かにするもので、
市民の皆さんが利用していただくことで初めてその目的を達成することができます。
　市では、供用開始後３年以内に接続される方（法人、事業者等を除く）への排水設備工事費助成金（※ 1）
の交付または水洗化工事資金の融資あっ旋および利子補給制度（※ 2）を設けています（新築等に係る工事
を除く）。
　下水道の役割をご理解いただき、清潔で住みよいまちにするため、早期接続をお願いします。

※ 1 供用開始後　1 年以内の工事：40,000 円　　　　※ 2  市が借入金の利子を補給
　　　　　　　　　　　　　　3 年以内の工事：20,000 円

■受益者負担金について

　「受益者負担金」は、下水道が利用できる区域の皆様に、下水道建設費用の一部を負担していただく制度です。
　今回、供用開始した区域にお住まいの方や土地を所有している方には、平成 29 年度から受益者負担金を納
付していただくこととなります。

■水洗改装工事は３年以内に　
　公共下水道が整備され、下水の処理ができるようになると、汲み取り便所は３年以内に水洗トイレに、浄
化槽は遅滞なく工事するよう下水道法で規定されております。

■排水設備工事は指定工事店へ

　下水道への接続工事は、市の「指定工事店」が行うことになっています。指定工事店以外が工事を行うと、
やり直しや罰則が科せられます。

詳しくは、下水道課までお問い合わせください。

下水道マスコットキャラクター「スイスイ」
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小川処理分区　小川地区　　　　　　　　　玉里処理分区　栗又四ケ地区   

美野里処理分区　小曽納地区

【問い合わせ】 下水道課　業務管理係　☎：0299-48-1111（内線 2121・2122）

　下水道の普及啓発活動に貢献

　　＊入賞者紹介＊

「下水道　自然を守る　地下ネット」
　　　　　平成 28 年度茨城県下水道促進週間コンクール
　　　　　標語の部　知事賞入選　　
　　　　　　　　　　　　　玉里北小学校　幡谷　葵さん

「下水道　笑顔の町を　築く道」
　　　　　第 55 回下水道の日（平成２７年度）
　　　　　「下水道いろいろコンクール」
　　　　　標語の部　入選

小川北中学校　佐藤　音花さん

使った水のゆくえを地図で追ってみよう！

　茨城県土木部都市局下水道課では、右図のような
「いばらき下水道カード」を、茨城県内の公共施設の
トイレ個室や洗面台等に設置しております。
　また、Ｗｅｂで「いばらき下水道カード」と検索
すると、カードを設置した各施設で使用した水が、
下水道管を通って処理場にたどりつき、きれいにな
って海や川へ放流されるまでの経路を地図で見るこ
とができます。　
　市では、小川・玉里総合支所、羽鳥ふれあいセン
ターからの経路図が掲載されています。
ぜひご覧ください。

小川小学校

希望ケ丘公園住宅

玉里運動公園

野村田池

見本

玉里団地
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いいね！小美玉　

あなたの声で

もっといいね！

平成 29 年度
市政モニター募集

【問い合わせ】 秘書広聴課　広報広聴係　☎：0299-48-1111（内線 1213・1212）

自分のまちがステキになる。
それってすごくワクワクする。
そんなあなたの想い、行政に届けてください。

どんなことするの？
①小美玉市や市政について感じたこと、思ったことを「モニターの声」として事務局に届けてください
　　　　　　　　②各モニターさんの声をみなさんのもとにお送りします
　　　　　　　　③モニターのみなさんでテーマについて話し合い、考えを深めます
　　　　　　　　④話し合った結果、関心の高かった意見などを市ＨＰや広報紙でお知らせします

　恋も子育てもした
　くなるまちになる。

わく work がとまら
ないまちになる。

地域の宝を見つけ、
磨き光をあてるまち
になる。

スーッと、ず～っと
住めるまちになる。

・婚活・子育て

・就職・就労

・観光・魅力

・移住・定住

申し込み方法
所定の申込用紙でお申し込みください
①持参　②郵送　③ FAX　④市ウェブサイト
または、各窓口でお受け取りください。
　・市役所本庁舎（堅倉 835）　     秘書広聴課
　・小川総合支所（小川 4-11）　　 総合窓口課
　・玉里総合支所（上玉里 1122）　総合窓口課

対象者（定員 16 名・任期１年）※定員を超える場合抽選
★市内在住・在学・在勤（高校生以上）
★公務員・議員でなく国や県のモニターに委嘱されていない方
★市政に対し、公平かつ公正な意見を持っている方
★年３回のモニター会議（平日 19：00 頃予定）に出られる方
　→会議終了後、謝礼金等の報酬を支給予定

申し込み期間　４月３日（月）～５月２日（火）17：00 必着

申し込み先
　・郵送先　〠 319-0192 小美玉市堅倉 835　
　　　　　　小美玉市役所 秘書広聴課 広報広聴宛
　・F  A  X　0299-48-1199
　・ウェブ　市ウェブサイト「市政モニター」で検索

⇩市では、現在こんなこと
力を入れています！
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小美玉市図書館・図書室カレンダー

小 　 川 　 図 　 書 　 館　全日 9：30 ～ 20：00

　　　　　　　　　　　祝日 9：30 ～ 17：00

玉 　 里 　 図 　 書 　 館　全日 9：30 ～ 18：00

美 野 里 公 民 館 図 書 室　全日 9：30 ～ 22：00

羽鳥ふれあいセンター　全日 9：30 ～ 22：00

開
館
時
間

＊■は小川図書館・玉里図書館・ふれあいセンターの休館日です。
＊■は小川・玉里図書館の図書整理日のため休館です。
＊■は美野里公民館の休館です。
＊■は玉里図書館・美野里公民館・ふれあいセンターの休館日です。
　　　（小川図書館は開館）

Ａコース
4 月 6 日・20 日、5 月 18 日

Ｂコース
4 月 13 日・27 日、5 月 11 日・25 日

＜移動図書館ふれあい号運行予定表＞

巡　回　場　所 時　間
　

小
川
・
　

　
玉
里
　

玉里保育園前 　9：30 ～ 10：00
老人ホームハートワン駐車場 10：45 ～ 11：10
野田官舎前　石崎商店駐車場 11：20 ～ 11：50

美
野
里

十二所公民館前 13：30 ～ 14：00
ミーム保育園 ( 羽鳥東 ) 駐車場 14：15 ～ 15：00
エコス美野里店　駐車場 15：10 ～ 15：30

巡　回　場　所 時　間
清風台団地中央公園前 10：30 ～ 11：00
ケアハウスほうせんか駐車場 11：10 ～ 11：40
北浦公民館前 13：15 ～ 13：45
江戸住宅コミュニティセンター前 13：55 ～ 14：25
小美玉敬愛の杜（美野里）駐車場 14：45 ～ 15：20

４
月･

５
月
の

お
は
な
し
会

小川図書館
小川図書館　２階　多目的室

・　４月　８日（土）　・４月２２日（土）
・ 　５月１３日（土）　・５月２７日（土）

玉里図書館
生涯学習センター（コスモス）１階　和室

・　４月１５日（土）　・５月２０日（土）
美野里公民館図書室
美野里公民館　２階　講座室
・　４月２２日（土）　・５月２７日（土）開始時間（各会場）　１０：３０～

 
アンデルセンの誕生日 
　４月２日はアンデルセンの誕生日です。デンマークの代表的な童話作家、詩人です。
主な作品に『みにくいアヒルの子』『マッチ売りの少女』『人魚姫』『親指姫』『雪の女王』
( カイとゲルダの話 ) などがあります。

はだかのおうさま　　　　　　　　　　アンデルセン　原作 　立原 えりか　　文　　フレーベル館 
アンデルセンどうわ 珠玉の 50 話　　　　アンデルセン　原作　 早野 美智代　　著　　ナツメ社
すずのへいたいさん　　　　　　　　　アンデルセン　原作　 いもと ようこ　文絵　金の星社 
子どもに語るアンデルセンのお話　　　アンデルセン　著　　 松岡 享子　　　編　　こぐま社 
はだかのおうさま　　　　　　　　　　アンデルセン　原作　 いもと ようこ　文絵　金の星社 
アンデルセン童話名作集　　　　　　　アンデルセン　著　　 矢崎 源九郎　　訳　　静山社 

関連本

5 月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

４月
日 月 火 水 木 金 土

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
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区　　分 ２月中 累　　計
火　　災 6 10
救　　急 170 351

急　　病 113 235
交通事故 20 42
一般負傷 20 40
そ の 他 17 34

小美玉市管内における火災・救急出場件数＊ＡＥＤの使用法を含めた救急講習会等およ
び防火教室について、随時各消防署におい
て受け付けを行っていますので、受講希望
者は下記までご連絡ください。

◇小 川 消 防 署　0299-58-4611
◇美野里消防署  0299-48-2266
◇玉 里 消 防 署  0299-58-0555

平成 29 年火災発生・救急出場件数

連　絡　先

１１９番通報要領
　災害は、いつやって来るのか、誰にも予測できません。
　もしもあなたが 119 番通報をしなければならない立場になった時、うまく通報できますか？
　そんなもしもの場合に備えて、正確な 119 番通報ができるように手順を確認しておきましょう。
　通報するときは、あわてず、落ち着いて次の要領で通報してください。

消防指令センター 通報者 消防指令センター 通報者
１１９番消防です。
火事ですか？
救急ですか？

・火事です。
１１９番消防です。
火事ですか？
救急ですか？

・救急です。

場所はどこですか？
市町村からお願いします。

・小美玉市 ○○
   ○○番地です。

場所はどこですか？
市町村からお願いします。

・小美玉市 ○○
　○○番地です。

何が燃えていますか？ ・○○が燃えています。
  ( 何がどれくらい燃えてい   
　るのか詳しく教えてくだ  
　さい。)

どうしましたか？ ・○○です。
・具合の悪い人がいます。
　( 年齢 ･ 性別・意識の有
　無等できるだけ詳しく教
　えてください。)逃げ遅れた人やけがしてい

る人はいませんか？
・逃げ遅れた人やけがして
　いる人はいません。（い
　ます。）

あなたの名前は？ ・小美玉　太郎です。 あなたの名前は？ ・小美玉　太郎です。
今かけている電話番号は？ ・○○－○○○○ 今かけている電話番号は？ ・○○－○○○○

救急車を要請するときの１１９番通報要領火災のときの１１９番通報要領

ワンポイントアドバイス

・   １１９番通報するときは、あわてず、ゆっくり、はっきりと通報
　 してください。

・   住所をしっかり教えてください。もしわからないときは目印に
　 なる目標物 ( 近くのお店・工場等 ) を教えてください。

  落ちついた通報ができるよう、１１９番メモを用意しておきましょう。

１１９番　通報メモ
住所・建物名称

目　標　物
氏　　　名

電　話　番　号

◎ご不明な点などは、小美玉市消防本部警防課までご連絡ください。　☎：0299-58-5616
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道路交通法が一部改正されます（平成 29 年 3 月 12 日施行）
本年 3 月 12 日に道路改正法の一部が改正されます。主な内容につきましては、以下のとおりです。

改　正　高　齢　者　講　習

1. 75 歳以上の方は認知機能検査の結果によって、講習時間や内容が変わります。

７
５
歳
未
満

７
０
歳
以
上運

転
免
許
証
を
更
新
す
る
と
き

認
知
機
能
検
査

（30 分）
650 円

７
５
歳
以
上

合理化講習

・実車指導など計 2 時間

・手数料 4,650 円

高度化講習

　・実車指導、個別指導など計 3 時間

　・手数料 7,550 円

２. 75 歳以上の運転者が違反をすると、認知機能検査と高齢者講習の対象になります。

認知機能低下のおそれなし

認知症のおそれ
認知機能低下のおそれ

準　中　型　免　許　の　新　設

信号無視、通行禁止、
一時不停止など、認
知機能が低下した場
合に行われやすい違
反行為 18 項目

直 近 の 認 知 機 能 検
査の結果と比較し、
認 知 機 能 の 低 下 が
認められる場合

臨時高齢者講習

・実車指導（1 時間）
・個別指導（1 時間）
　　　　計 2 時間

・手数料 5,650 円

３.  準中型免許は、18 歳から普通免許なしで取得できます。

認
知
機
能
検
査

（30 分）
650 円

車両総重量

普通免許

18 歳以上

中型免許

20 歳以上普通免許等保有 2 年

大型免許

21 歳以上普通免許等保有 3 年

車両総重量

普通免許

18 歳以上

凖中型免許

18 歳以上

大型免許

21 歳以上普通免許保有 3 年

中型免許

20 歳以上普通免許等保有 2 年

現
行

改
正
後

5.0 トン 1.10 トン

3.5 トン 7.5 トン 1.10 トン

違反
行為
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人口と世帯数（平成２９年３月１日現在）

世帯数……………………２０，７４９戸（－　１６）

　男　……………………２６，３６８人（ー　４０）

人　口……………………５２，０４８人（ー　６４）

　女　……………………２５，６８０人（ー　２４）

※住民基本台帳法の改正により、平成２４年９月から
外国人住民も含んだ数値になっています。

【問い合わせ】 市長公室　秘書広聴課　広報広聴係
☎：0299-48-1111　内線 1212

より豊かで魅力あるまちづくりのための意見を、
市長に直接お話ししてみませんか？

と　き　４月２１日（金）　１０：００～１２：００
ところ　本庁 2 階　会議室

　　　※対話は１人３０分程度でお願いします。
　　　※事前にご予約をお願いします。

　４月１２日※
　５月　２日
　５月１７日※

社会福祉協議会小川支所
☎：0299-58-5102

　４月２６日※
　５月１０日※

社会福祉協議会美野里支所
（四季健康館内）

☎：0299-36-7330
　４月　５日　
　５月２４日※

社会福祉協議会本所
☎：0299-37-1551

悩んでいること、困っていることなどがありましたら、
お気軽にご相談ください。
相談は無料です。
相談内容：健康、医療、教育、福祉、財産等について
※は弁護士が相談に応じます。事前にご予約ください。

【時　間】１３：３０～１６：３０（お一人様２０分）

（　　）は前月比

行 政 書 士 無 料 相 談 会
【開催日】４月１８日（火）１３：００～１６：００
　　　　予約は不要です。（受付順・相談は１人　
　　　  　30 分程度でお願いします。）

【場　所】市役所本庁舎　第１会議室
【相談内容】遺産分割・相続・遺言関係の相談や土
地活用、国籍、各種契約などに関すること

（必要に応じ、行政書士以外の専門家、専門機関の
紹介なども行います）

【相談員】茨城県行政書士会水戸支部　会員
【問い合わせ】水戸支部事務局  木村  ☎：029-251-3101

４月の納税・納付

・固定資産税　第１期

～税や料金などの納付は口座振替が便利です～
口座振替は納付忘れや納付場所に行く手間が省けます

４月 休日診療当番医（外科）
◆受付　９：００～１１：３０・１３：００～１５：３０

日 場　　所 住　　所 電話番号

2
石岡市医師会病院 石岡市大砂

10528-25 0299-22-43219
16
23 石岡第一病院 石岡市東府中 1-7 0299-22-5151

29 石岡循環器科
脳神経外科病院 栗又四ケ 1768-29 0299-58-5211

30 府中クリニック 石岡市府中 5-11-1 0299-22-2146

緊急診療（石岡市医師会病院内）0299-23-3515

休日
2・9・16・23・29・30
◆受付　 ９：００～１１：３０
  　　　　１３：００～１５：３０

夜間 1・2・8・9・15・16・22・23・29・30
◆受付　１８：００～２１：３０
 

４月 緊急診療（内科・小児科）

（※納期限は、５月１日です）

国の仕事に関する苦情・要望などの相談を伺います。
相談は無料で秘密は厳守されます。予約は不要です。

【問い合わせ】
市長公室　秘書広聴課　広報広聴係
☎：0299-48-1111　内線 1212

４月１８日
１３：３０～１５：３０
玉里総合支所　1 階　相談室
大山　進　相談委員

４月１９日
１３：３０～１５：３０
小川総合支所　１階　会議室
村尾　實　相談委員

・介護保険料　第１期（暫定）

この広報紙は、環境に優しい植物油インキで印刷しています。次回お知らせ版５月号の発行日は 4 月 27 日（木）です。


